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介護職員等特定処遇改善加算について 

 介護職員の確保は重要であり、これまでも他職種との賃金差も踏まえ処遇改善が進められてきま

したが、介護職員の人材確保のための取組をより一層図るため、経験・技能のある職員に重点化

を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的に、2019 年 10 月の介護報酬改定

により、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。 

加算の算定要件 

「介護職員等特定処遇改善加算」を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。 

※見える化要件とは 

   特定加算に基づく取組（特定加算の取得状況、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組

内容）について、ホームページを活用する等外部から見える形で公表すること 

 

当法人では、「介護職員等特定処遇改善加算」を算定し、介護職員等の処遇改善に取り組みます 

特定加算の算定状況 

 

１． 処遇改善加算Ⅰ～Ⅲまでのいずれかを取得していること 

２． 職場環境要件について、複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質の向

上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含

む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きが

いの醸成」の６区分について、それぞれ１つ以上の取組を行うこと 

３． 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること 



職場環境要件

 


